
中小企業の成長支援策の拡充を求める意見書

中小企業は、地域の“経済”や“雇用”の要として非常に大きな役割を果たしている。

特に、東日本大震災や震災後の復旧・復興において、地域に根ざす中小企業が日本経済

の屋台骨であることが改めて認識された。

しかしながら、我が国の経済環境は、長引くデフレ・円高に加え、原燃料の価格高騰、

電気料金の引上げ、電力需給の逼迫など厳しい状況が続いており、柔軟な対応力、技術

力、商品開発力等の優れた潜在力を持ちながらも、中小企業は苦しい経営を余儀なくさ

れている。

本格的な経済成長への途を確立するためには、雇用の大多数を支え、日本経済の礎と

なっている中小企業の活性化を図る視点が重要であり、中小企業の成長は、日本の景気

回復の重要な鍵といえる。そのため、中小企業が潜在力を十分に発揮し、果敢に挑戦で

きるよう、あらゆる政策手段を総動員すべきである。

よって、政府においては、中小企業の重要な役割を踏まえ、事業環境の改善や経営力

の強化等、中小企業の成長に資する施策の充実を図るため、次の措置を講ずるよう強く

要望する。

１ 環境、健康、医療など新たな成長分野で事業を取り組もうとする中小企業を支援す

るために、積極的なリスクマネーの提供や経営支援の強化など、中小企業の成長支援

策を拡充すること。

２ 地域の中小企業に雇用や仕事を生み出し、内需を創出する活性化策として、老朽化

した社会インフラの修繕・補強など、必要な公共事業に対し、一定期間、集中的な投

資を行うこと。

３ 中小企業の新たな投資を促進し、雇用の維持・創出に資する「国内立地推進事業費

補助金」を更に拡充すること。

４ 電力の安定的な供給体制の構築を目指し、自家発電設備及び省エネルギー機器、デ

マンド監視装置等の導入、ＬＥＤ等高効率照明の買換え等を促進するための支援措置

を拡充すること。

５ 中小企業の将来性と事業の継続性を確保するために学生・若者の雇用マッチング事

業を地域単位で強化するなど、優秀な若手人材の確保のための対策を講じること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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